
新旧対照表

（新）

第１条～第２条 （略）

（補助の対象経費及び補助率）

第３条 前条に規定する補助対象事業（以下「補助事業」という。）、補助対象経

費及び補助率は、別表第１に定めるところによるものとする。

（削除）

（削除）

第４条 （略）

（補助金の交付の決定）

第５条 知事は、前条第１項の規定による申請が適当であると認めたときは、補

助金の交付を決定し、当該補助事業者に通知するものとする。ただし、当該補

助事業者が別表第５に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除く。

（補助金の交付の決定の取消し）

第６条 知事は、補助事業者（間接補助事業者を含む。）が別表第５に掲げるい

ずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取

（旧）

第１条～第２条 （略）

（補助の対象経費及び補助率）

第３条 前条に規定する補助対象事業（以下「補助事業」という。）は以下のとお

りとし、補助対象経費及び補助率は、別表第１に定めるところによるものと

する。

（１）地域内農地集積型

農地中間管理機構による地域内の担い手への農地集積を推進する事

業

（２）高収益作物転換型

農地中間管理機構による地域内の担い手への農地集積を図りつつ、

高収益作物への転換を推進する事業

第４条 （略）

（補助金の交付の決定）

第５条 知事は、前条第１項の規定による申請が適当であると認めたときは、補

助金の交付を決定し、当該補助事業者に通知するものとする。ただし、当該補

助事業者が別表第３に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除く。

（補助金の交付の決定の取消し）

第６条 知事は、補助事業者（間接補助事業者を含む。）が別表第３に掲げるい

ずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取



り消すことができる。

（補助金の交付の決定の変更の申請）

第７条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する変更を行おうとする場合

は、別記第３号様式による補助金変更承認申請書に、別紙１及び別紙２を添え

て知事に提出し、その承認を受けなければならない。

（１）補助事業の中止又は廃止

（２）補助金額の変更

（３）地区相互間の経費の額の流用

（削除）

２ 知事は、前項の補助金変更承認申請書の提出があった場合は、その内容を審

査し、補助金を変更交付することが適当であると認めたときは、変更交付を決

定し、当該補助事業者に通知するものとする。

第８条～第 13条 （略）

（補助の条件）

第 14 条

１～６ (略）

７ ７ 補助事業者は、補助事業の実施に当たっては、別表第５に掲げるいずれか

に該当すると認められる者を契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に

係る県の取扱いに準じて行わなければならない。

８～11 (略）

り消すことができる。

（補助金の交付の決定の変更の申請）

第７条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する変更を行おうとする場合

は、別記第３号様式による補助金変更承認申請書に、別紙１及び別紙２を添え

て知事に提出し、その承認を受けなければならない。

（１）補助事業の中止又は廃止

（２）補助金額の変更

（３）第３条第１号及び第２号に掲げる事業の相互間の経費の額の流用

（４）第３条第１号に掲げる事業から同条第２号に掲げる事業への変更

２ 知事は、前項の補助金変更承認申請書の提出があった場合は、その内容を審

査し、補助金を変更交付することが適当であると認めたときは、変更交付を決

定し、当該補助事業者に通知するものとする。

第８条～第 13 条 （略）

（補助の条件）

第 14条

１～６ (略）

７ ７ 補助事業者は、補助事業の実施に当たっては、別表第３に掲げるいずれか

に該当すると認められる者を契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に

係る県の取扱いに準じて行わなければならない。

８～11 (略）

第 15 条～第 17条 （略） 第 15条～第 17条 （略）



別表第２ (略） 別表第２ (略）



別表第３（推進費の助成割合）

別表第４（促進費の助成割合）

別表第３（第５条、第６条、第 14 条関係）

１ 暴力団（高知県暴力団排除条例（平成 22 年高知県条例第 36 号。以下「暴排条例」という。）第２条第１号に規定

する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員等（同条第３号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。）であるとき。

２ 暴排条例第 18 条又は第 19 条の規定に違反した事実があるとき。

３ その役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称

を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の

支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を

有する者をいう。以下同じ。）が暴力団員等であるとき。

４ 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

５ 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

６ 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

７ いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、

又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

８ 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りな

がら、これを利用したとき。

９ その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを

目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

（新設）



別表第５（第５条、第６条、第 14 条関係）

１ 暴力団（高知県暴力団排除条例（平成 22 年高知県条例第 36 号。以下「暴排条例」という。）第２条第１号に規定す

る暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員等（同条第３号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。）であるとき。

２ 暴排条例第 18 条又は第 19 条の規定に違反した事実があるとき。

３ その役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を

有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配

力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する

者をいう。以下同じ。）が暴力団員等であるとき。

４ 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

５ 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

６ 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

７ いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又

は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

８ 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りなが

ら、これを利用したとき。

９ その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目

的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

（新設）



別紙１ （略） 別紙１ （略）



第２号様式 （略）

別紙３ （略）

第２号様式 （略）

別紙３ （略）



第４号様式～第５号様式 （略）

別紙３ （略）

第４号様式～第５号様式 （略）

別紙３ （略）



別紙４の１ （略） 別紙４の１ （略）





別紙５～別紙１５ （略）

第７号様式～第 16号様式 （略）

別紙５～別紙１５ （略）

第７号様式～第 16 号様式 （略）


